
1 600

1 2,500

1 600

1 0 1,700 1 2 1,400

30 15
10

1 300 77,101
200

1 200

1 300

1 1,400

30

1 1,700 1,400 300

別紙１　「こども誰でも通園制度の公定価格について」



別紙２　「川崎市乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）実施要綱」抜粋





乳児等通園支援事業の新規募集申請及び認可・確認申請書類一覧 

 

提出書類に関る※１～３の区分は、次のとおりとします。 

※１ Ａグループ…認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業 

※２ Ｂグループ…地域子育て支援拠点、認可外保育施設 

その他市長が適当と認める施設 

※３ 社会福祉法人、学校法人は提出を省略することが可能です。 

提出締切日については、後日提出欄に印のないものは ２月６日（金） とし、「〇」の記載があるものにつ

いては、 ２月２７日（金） 日とします。 

  

番号 提出書類 
後日 

提出 

Ａグル

ープ※１ 

グルー

プＢ※２ 

1 川崎市乳児等通園支援事業申込書    

2 
乳児等通園支援事業認可申請書（様式あり） 

※選定結果の到達後に御提出ください 
〇   

3 

特定乳児等通園支援事業者 確認（変更）申請書（様式あり） 

※特定乳児等通園支援事業に係る本市子子法施行細則が改正され次第、様式等

を案内予定 

※選定結果の到達後に御提出ください 

〇   

4 乳児等通園支援事業 実施計画書（事業計画書）（様式あり）     

5 案内図及び平面図（各室の用途、面積等が分かるもの）     

6 施設全体及び保育実施場所の写真並びに各室名称面積表（様式あり）    

7 土地及び建物の登記簿謄本   不要  

8 
建物賃貸借契約書の写し（若しくは賃貸に係る覚書） 

※賃貸借期間が令和８年度末まで確認できること。  

 
不要  

9 
建築基準法の規定による検査済証（建築、昇降機、小型昇降機）及

び消防用設備等の検査済証  

 
不要  

10 法人全部事項証明書（登記簿謄本）   不要  

11 幹部職員（園長先生）の資格証（保育士等）の写し   不要  

12 誓約書（兼役員等名簿） （様式あり） 〇   

13 職員名簿（様式あり）     

14 
従事者の資格証明書の写し（取得手続き中の場合は、資格取得見込

証明書や登録済通知書の写し）  

 
  

15 運営規程（参考様式あり） 〇   

16 重要事項説明書（参考様式あり） 〇   

17 安全計画   〇   

18 委託業者との契約書の写し（調理を委託する場合） 〇   

別紙３　「乳児等通園支援事業の新規募集申請及び認可・確認申請書類一覧」



19 事業収支予算書（様式あり）     

20 

借入金明細書、基本財産及びその他の固定資産（有形固定資産）の

明細書   

（企業会計の基準による会計処理を行っている場合のみ必須） 

〇   

21 

預金残高証明   

（社会福祉法人又は学校法人は提出不要）  〇 ※３ ※３ 

22 

法人の直近３年間の運営状況  

（貸借対照表及び損益計算書等の決算書類） 

（社会福祉法人又は学校法人は提出不要） 

 ※３ ※３ 

23 
借入金返済（償還）計画書（当該事業に関し、借入れ等を行ってい

る場合のみ必須）   
〇   

24 就業規則、給与規定、経理規程等     〇 不要  

25 

定款又は寄附行為（法人又は団体の場合）   

※社会福祉法人・学校法人については、定款・寄附行為を変更して

いただく必要があります。 

〇   

 


